
⽴ 教 英 国 学 院 ⽗ ⺟ の 会 規 約 （案）   

  

(名 称・ 事 務 局)   
第1条 本 会 は、 名 称 を 「⽴ 教 英 国 学 院 ⽗ ⺟ の 会」 と 称 し、 事 務 局 を 会 ⻑ 宅 内 ⼜ は 役 員 宅 内 に 

置 く。   

(⽬   的)   
第2条 本 会 は、 保 護 者 に よ り、 児 童 ⽣ 徒 の 健 全 な 成 ⻑ を 図 る こ と を ⽬ 的 と す る。   

(活   動)   
第3条 本 会 は、 次 の こ と を ⾏ う。   1)   オー プ ン デー へ の 協 ⼒   

  2)   そ の 他 本 会 の ⽬ 的 達 成 に 必 要 な 活 動   

(組 織 及 び 役 員)   
第4条 本 会 は、 ⽴ 教 英 国 学 院 に 在 籍 す る 児 童 ⽣ 徒 の 保 護 者 全 員 に よっ て 組 織 し、 次 の 役 員 を 

置 く。 た だ し、 兼 任 を さ ま た げ な い。  ま た、 必 要 に 応 じ て 委 員 を 置 け る も の と す る 。   
1)   会 ⻑     1 名   
2)   副 会 ⻑   1 名 以 上   
3)   書 記     1 名   
4)   会 計     1 名 以 上   
5)    委 員     必 要 に 応 じ て   

(役 員 の 任 期)   
第5条 役 員 の 任 期 は 1 年 と し、 再 任 を さ ま た げ な い。   

役 員 の ⽋ 員 が ⽣ じ た 場 合 は、 あ ら た に 役 員 を 選 出 す る。 補 充 の た め に 選 出 さ れ た 役 員 
の 任 期 は 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る。   

(役 員 の 任 務)   
第6条 役 員 の 任 務 は、 次 の 通 り と す る。   

1)      会 ⻑ は、 本 会 を 代 表 し、 各 会 議 を 招 集 す る。   
会 ⻑ に 事 故 あ る と き は、 副 会 ⻑ ほ か 役 員 は そ の 職 務 を 代 ⾏ す る。   

2)   副 会 ⻑ は、 会 ⻑ を 補 佐 す る。   
3)   書 記 は、 役 員 会 等 の 議 事 録 の 作 成 と、 ⽗ ⺟ の 会 便 り の 作 成 を ⾏ う。   
4)   会 計 は、 本 会 の 経 費 の 出 納 を ⾏ う。   
5)   委 員 は、 本 会 の 活 動 の 補 佐 を ⾏ う。     

(会 計 監 査)   
第7条 本 会 は 1 名 の 会 計 監 査 を 置 く。   

(会   費)   
第8条 本 会 の 会 費 は 、 各 年 度、 ⽗ ⺟ の 会 に よっ て 決 定 す る。   

  

  
  

2003 年 5 ⽉   制 定   
2004 年 5 ⽉   改 定   
2005 年 5 ⽉   改 定   

   2021 年 5 ⽉   改 定   


